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 交通政策審議会 
  会長  金本 良嗣  殿 
 
 

国土交通大臣         

   斉藤 鉄夫        
                 （公印省略） 

 
 
 

交通政策審議会に対する諮問について 
 
 
 
 港湾法第３条の２第４項の規定に基づき、下記事項について諮問する。 
 
 
 

記 
 
 
【諮問第４１９号】 

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」

の変更について 

 
 
【諮問理由】 

別紙のとおり 
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別紙 

 

 

諮問理由 

 

 

我が国経済の成長や国民生活を支える基盤である港湾について、エネルギ

ー・産業構造の円滑な転換に必要な港湾における脱炭素化の取組を官民連携

により推進するための仕組みを整備するとともに、パンデミックや災害時に

おける港湾機能の確実な維持や、民間活力を活用した港湾空間の形成を図る

ための措置等を講ずる「港湾法の一部を改正する法律」が成立したところで

ある。 

 

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）」は、国の港湾行政の指針としての役割を担

うものであり、今般の法律改正で示された内容等を反映した基本方針とする

ため、所定の変更を行う必要があることから、貴審議会に諮問するものであ

る。 



 
根 

拠 

法  
港
湾
法 

（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
） 

 
（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
交
通
の
発
達
及
び
国
土
の
適
正
な
利
用
と
均
衡
あ
る
発
展
に
資
す
る
た
め
、
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
つ
つ
、
港
湾
の
秩 

序
あ
る
整
備
と
適
正
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
航
路
を
開
発
し
、
及
び
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
で
「
港
湾
管
理
者
」
と
は
、
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
港
務
局
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公 

共
団
体
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
で
「
国
際
戦
略
港
湾
」
と
は
、
長
距
離
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
に
係
る
国
際
海
上
貨
物
輸
送
網
の
拠
点
と
な
り
、
か
つ
、
当 

該
国
際
海
上
貨
物
輸
送
網
と
国
内
海
上
貨
物
輸
送
網
と
を
結
節
す
る
機
能
が
高
い
港
湾
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
重
点
的
に
図 

る
こ
と
が
必
要
な
港
湾
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、「
国
際
拠
点
港
湾
」
と
は
、
国
際
戦
略
港
湾
以
外
の
港
湾
で
あ
っ
て
、
国
際
海
上 

貨
物
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
港
湾
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
「
重
要
港
湾
」
と
は
、
国
際
戦
略
港
湾
及
び
国
際
拠
点
港
湾
以
外
の 

港
湾
で
あ
っ
て
、
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
港
湾
そ
の
他
の
国
の
利
害
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
港
湾
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、

「
地
方
港
湾
」
と
は
、
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
以
外
の
港
湾
を
い
う
。 

３
～
１
０ 

（
略
） 

 
 

第
二
条
の
二
～
第
三
条 

（
略
） 

（
港
湾
及
び
開
発
保
全
航
路
の
開
発
等
に
関
す
る
基
本
方
針
） 

第
三
条
の
二 

国
土
交
通
大
臣
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
開
発
保
全
航
路
の
開
発
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」

と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
一 

港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
の
方
向
に
関
す
る
事
項 

二 

港
湾
の
配
置
、
機
能
及
び
能
力
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

三 

開
発
保
全
航
路
の
配
置
そ
の
他
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

四 

港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
開
発
保
全
航
路
の
開
発
に
際
し
配
慮
す
べ
き
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

（ 参 考 ） 



五 

経
済
的
、
自
然
的
又
は
社
会
的
な
観
点
か
ら
み
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
港
湾
相
互
間
の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

六 

官
民
の
連
携
に
よ
る
港
湾
の
効
果
的
な
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

七 

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
港
湾
の
運
営
そ
の
他
の
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

３ 
基
本
方
針
は
、
交
通
体
系
の
整
備
、
国
土
の
適
正
な
利
用
及
び
均
衡
あ
る
発
展
並
び
に
国
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
果
た
す
べ
き
港
湾
及
び

開
発
保
全
航
路
の
役
割
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
際
観
光
の
振
興
の
た
め
果
た
す
べ
き
港
湾
及
び
開
発
保
全
航
路
の
役
割
に
配
慮
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
交
通
政
策
審
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

港
湾
管
理
者
は
、
基
本
方
針
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
港
湾
計
画
） 

第
三
条
の
三 

国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る

地
域
の
保
全
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
港
湾
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

港
湾
計
画
は
、
基
本
方
針
に
適
合
し
、
か
つ
、
港
湾
の
取
扱
可
能
貨
物
量
そ
の
他
の
能
力
に
関
す
る
事
項
、
港
湾
の
能
力
に
応
ず
る
港
湾
施

設
の
規
模
及
び
配
置
に
関
す
る
事
項
、
港
湾
の
環
境
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
事
項
、
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
基

本
的
な
事
項
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地
方
港
湾

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
軽
易
な
変
更
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
港
湾
計
画
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
つ
い
て
、
交
通
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
港
湾
計
画
が
、
基
本
方
針
又
は
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
当
該
港
湾
の
開
発
、
利
用
又
は
保
全
上
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
港
湾
管
理
者

に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
執
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と



き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
港
湾
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
計
画
に
つ
い
て
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
変

更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
港
湾
計
画
を
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
港
湾
計
画
に
つ
い

て
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
港
湾
計

画
の
概
要
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１
０ 

地
方
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
港
湾
計
画
の
概
要
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１
１ 

第
三
項
の
規
定
は
、
地
方
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が
港
湾
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

 




